
益子町若者定住促進住まいづくり奨励金交付要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町外からの若者の移住による人口の増加及び町内の若者の定住促進

を図ることで、活力あるまちづくりに寄与することを目的として、町内において住まいづ

くりを行った者に対し、益子町若者定住促進住まいづくり奨励金（以下「奨励金」という。）

を交付することに関し、益子町補助金等交付規則（昭和４８年規則第５号）に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(１) 定住 町民（住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定に基づく本町の住

民基本台帳に記録された者をいう。以下同じ。）として、永住の意思をもって町内に居

住し続けることをいう。 

(２) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをい

い、自己の居住の用に供する建築物（他の用途を併用している建築物で延べ床面積の２

分の１以上を自己の居住の用に供している併用住宅を含む。）をいう。ただし、別荘等

一時的に使用するもの、賃貸、販売等の営利を目的とするもの及び建替えによる新築は

除く。 

(３) 建替え 既存の住宅を取り壊し、従前と同じ敷地とみなされる土地に住宅を新築

することをいう（既存の住宅の所有者と新築の住宅の所有者が異なる場合も含む。）。 

(４) 新築 自ら施工又は他人に建築を請け負わせて新しく住宅を建てることをいう。 

(５) 建売住宅 新築された住宅と土地を同時に販売している住宅をいう。 

 (６) 購入 建売住宅を売買契約を交わして取得することをいう。 

(７) 住まいづくり 自己の居住の用に供するため、新築又は購入により住宅を取得す

ることをいう。ただし、相続、贈与その他取得対価の伴わない事由によるもの又は国、

県、町等の公共事業により敷地外に転居するために取得した住宅は除くものとする。 

(８) 世帯責任者 世帯において主として世帯の生計を維持している者又は住宅取得に

係る経費を多く負担している者と町長が認めるものをいう。 

(９) 住宅取得日 新築においては、登記事項証明書の表題部の「原因及びその日付」欄

に記載されている新築年月日とする。建売住宅の購入においては、登記事項証明書の権

利部（甲区）の「権利者その他の事項」欄に記載されている当該住宅の取得に係る原因

の年月日とする。 

（奨励金の額） 

第３条 町長は、町内において住まいづくりをし、当該住宅を生活の本拠として定住する世

帯責任者（以下「対象者」という。）に対して、予算の範囲内において、対象者 1名につ

き２５万円を奨励金として交付することができる。 

（奨励金の対象者） 

第４条 前条に規定する対象者とは、町内において新たに住宅を取得した者であって、次の



各号のいずれにも該当する者をいうものとする。 

(１) 町内において住まいづくりをし、当該住宅を生活の本拠として定住する者で、住宅

取得日が令和３年４月１日から令和８年３月３１日までのもの。ただし、やむを得

ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。 

(２) 対象者が住宅取得日現在４０歳未満（３９歳以下）であること 

(３) 世帯全員に町税の滞納がない者 

(４) 居住地を区域とする自治会に加入した者 

(５) 対象者若しくは現に同居し又は今後同居しようとする親族が、益子町暴力団排除

条例（平成２３年条例第１２号）第２条第３号又は第４号に規定する暴力団員又は暴力

団員等でない者 

(６) 以前に当該奨励金及び益子町移住定住促進住まいづくり奨励金の交付を受けてい

ないこと 

(７) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件 

（奨励金の交付申請） 

第５条 対象者は、奨励金の交付を受けようとするときは、益子町若者定住促進住まいづく

り奨励金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を各１部添えて、町長に申請しなけ

ればならない。 

(１) 世帯員全員が記載されている住民票謄本（続柄の記載されたもの） 

(２) 住宅の全部事項証明書 

(３) 住宅の平面図（建築確認申請又は工事請負契約書の附属図書の写し）及び位置図 

(４) 自治会加入証明書（様式第２号） 

(５) 住民票・町税納付状況確認承諾書（様式第３号）又は納税証明書 

(６) その他町長が必要と認める書類   

２ 前項の場合において、同項の規定による申請に係る住宅が共有名義（当該住宅の所有権

の登記名義人となる者が２人以上である場合をいう。）であるときは、当該共有名義に係

る共有者のうち１人を代表者とし、当該代表者が他の共有者の同意を得たうえで申請す

るものとする。 

３ 前２項の規定による申請は、住宅取得日から１年以内に行わなければならない。 

（奨励金の交付決定） 

第６条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、奨励金交付の可否

を決定するものとする。 

（奨励金の交付決定の通知） 

第７条 町長は、前条の規定により奨励金の交付を決定したときは、益子町若者定住促進住

まいづくり奨励金交付決定通知書（様式第４号）により、奨励金の交付をしないと決定し

たときは、益子町若者定住促進住まいづくり奨励金不交付決定通知書（様式第５号）によ

り対象者に通知するものとする。 

（奨励金の交付請求） 

第８条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた対象者（以下「交付決定者」という。）

は、当該交付決定のあった額の奨励金について、益子町若者定住促進住まいづくり奨励金

交付請求書（様式第６号）により町長に請求するものとする。 



（奨励金の支払） 

第９条 町長は、前条の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めるとき

は、速やかに奨励金を支払うものとする。 

（奨励金の交付決定の取消し） 

第１０条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、奨励金の交付決定

を取り消すことができる。 

(１) 交付決定者の世帯員全員が奨励金の交付決定の日から１０年以内に生活の本拠を

対象住宅から移すことになったとき。 

(２) 新築又は購入をした住宅を滅失、貸与、売却又は譲渡したとき。 

(３) 加入した自治会から脱退したとき。 

(４) 偽りその他の不正の手段により奨励金の交付決定を受けたとき。 

(５) その他町長が奨励金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。 

２ 前項は、益子町若者定住促進住まいづくり奨励金交付決定取消通知書（様式第７号）に

より交付決定者に通知するものとする。 

（奨励金の返還） 

第１１条 町長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、奨励金

が既に交付されているときは、次によりその全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

奨励金の交付決定の日 

からの経過期間 
返還金額 

６年未満 交付決定額の全額 

６年以上７年未満 交付決定額の８割相当額 

７年以上８年未満 交付決定額の６割相当額 

８年以上９年未満 交付決定額の４割相当額 

９年以上１０年未満 交付決定額の２割相当額 

 

２ 前項は、益子町若者定住促進住まいづくり奨励金返還命令書（様式第８号）により行う

ものとする。 

３ 交付決定の取消しを受けた交付決定者は、返還命令を受けた日から３月以内に一括返

還するものとする。 

（委任） 

第１２条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日）  

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日（以下「失効日」という。）限り、その効力を失う。 

（失効に伴う経過措置） 

３ この要綱の失効日までに奨励金の交付を受けた者及びこの要綱の失効の際現に対象者



である者のうち奨励金の交付申請又は交付請求をしていない者については、この要綱は、

前項の規定にかかわらず、同日以後もなおその効力を有する。 

   附 則 

 （施行期日及び遡及適用） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和４年１月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の益子町若者定住促進住まいづくり奨励

金交付要綱の様式第２号による用紙で、現に残存するものは、この要綱の適用日から１年

を経過した日まで、使用することができる。 


